資料２

協定締結により、直ちに取り組む項目
１ 県産品の販路拡大に関すること

（１）「えひめ特産品販売コーナー」の設置

（株）ファミリーマートは、主要国道沿いや観光地近隣の店舗などに、愛媛の特産品や地場産品等を販売するコーナーを設置する。県は、そこで取り扱う特産品等の選定や県内業者とのマッチングについて協力する。
（２）加工食品等のテストマーケティングの実施

（株）ファミリーマートは、「えひめ特産品販売コーナー」を活用し、県内業者が製造した加工食品等（常温もの）のテストマーケティングに協力する。テストマーケティング対象商品については、県が県内業者から募集し、ファミリーマートが県内業者と面談を実施のうえ、決定する。

（３）県等が開催する商談会への積極的な参加

愛媛の特産品や地場産品等の販路拡大を図るために県やえひめ愛フード推進機構が開催する商談会に（株）ファミリーマートの商品開発担当者は積極的に参加する。

なお、ファミリーマートは、県が平成１５年１２月から展開している「地産池消・愛あるサポーター制度」への登録を行う。
２ 地産地消の推進や「愛媛ブランド」の育成に関すること
（１）愛媛県産食材の弁当や惣菜等への使用促進

（株）ファミリーマートは、愛媛の食材を使った地域限定商品の企画・販売に努めるほか、既に販売している弁当、惣菜、おにぎり等にも愛媛の食材を積極的に使用する。県は、地元食材の調達に関し、県内業者とのマッチングについて協力する。
（２）愛媛の特産品や食文化を活かした新商品の開発に向けた情報交換会の開催

　　愛媛の特産品や食文化を活かした新商品開発に向け、（株）ファミリーマートの商品開発担当者に対して県の特産品・地場産品等の担当者から旬の食材情報の提供やそれらを使用したメニュー提案等を行う情報交換会を定期的に開催する。

３ 県政情報や観光情報の発信に関すること
（１）「県政・観光情報発信コーナー」の設置 

　　（株）ファミリーマートは、県内の全店舗に「県政・観光情報発信コーナー」を設置し、県が選定・送付する広報紙や普及啓発冊子、イベント案内チラシ、観光案内パンフレット等を配置する。

４ その他地域活性化や県民サービス向上に関すること

（１）「災害時の支援協定」の締結

（株）ファミリーマートは、南海地震等大規模災害時において、県からの要請に基づき避難所への食料や飲料水等の物資の供給を行うほか、帰宅困難者に対して、店舗において知り得た情報やトイレの提供を行う。















